
新リース会計基準適用初年度の例外的な取扱い（経過措置）のまとめ

旧 リース会計基準 新 リース会計基準
適用初年度の取扱い

ファイナンス・リース取引

経過措置の取扱い

オペレーティング・リース取引

旧ﾘｰｽ基準上 ﾘｰｽ取引に該当

旧ﾘｰｽ基準上 ﾘｰｽ取引に非該当

経過措置❶

経過措置❷

!

:リースの識別

:借手の移行処理

遡及修正不要（適用年度の期首で調整） 適用期首の利益剰余金残高に累積的影響額を加減※

※１:適用初年度の利益剰余金期首残高に累積的影響額を加減する方法。比較期間を含め過年度の財務諸表数値は訂正しない。
※２:オペレーティング・リース取引に関して経過措置を採用する場合、さらに以下の方法をリース一件ごとに採用可能（複数適用可）。

① 特性が合理的に類似した複数のリースに、単一の割引率を適用可能（個々のリース毎に個別に割引率の設定が不要）。
② 適用初年度期首から12か月以内に終了するリースを短期リースとして扱う（オンバランスが不要）。
③ 適用初年度の期首における使用権資産の計上額から付随費用を除外（契約当時の付随費用を調べて調整しなくてよい）。
④ 延⾧及び解約オプションについて、リース開始日以降に入手した事後的な情報を使用（契約当時得られたであろう情報まで遡らなくてよい）。

※３:リース開始日から新リース会計基準を適用していたと仮定して算定した帳簿価額。適用初年度の追加借入利率で割り引く。

旧基準にて
オンバランスしていた取引

旧基準にて
オフバランスしていた取引

ON

OFF

リース資産を使用権資産、リース債務をリース負債として、期首時点の帳簿価額の引継可
能（本来は新基準に従って一から再計算を行い、新たな帳簿価額を算定する必要がある）。

修正不要
（比較年度も含め過年度財務諸表

数値の修正を行わない）

使用権資産の計算
資産側の計算:減価償却等

リース負債の計算
負債側の計算:利息計算等

新基準におけるオンバランス処理を省略し、
賃貸借処理を引き続き継続適用可能（オフバランスを継続可能）。

下記の計算を行うにあたり、さらに複数の簡便法が用意されている（複数利用可）

適用初年度期首から残りのリース料を同時点
（適用初年度期首）の追加借入利子率で割引
計算した金額（遡及し総額の負債を計算し、
取り崩すシミュレートが不要）。

Debit

Credit

以下のいずれかの方法による
①遡及修正した場合の帳簿価額（※３）
②下記リース負債と同額 ⇐基本ｺﾁﾗの方が資
産と負債を別に計算せずに済むため簡易

適用初年度期首時点の情報をもってリース取引に該当するかを判定可能。
（本来は契約当初まで遡って基準が適用されたと仮定し判定をし直す必要がある）

新基準でもリース取引として扱うことが出来る（新基準による定義の再検討を省略しし基
準上もリースを含む契約として扱う）

適用初年度特有の経過
措置だけではなく、短
期リースや少額リース
のような継続して適用
する簡便法も踏まえて
判断は可能と思われる
（ただし、簡便的な取
り扱いに関する適用要
件も変化しており、企
業自身がポリシーとし
て設定する基準も多い
ため適用単位、条件に
は注意が必要）

………………………………

単一の割引率 一年内ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ

付随費用除外 延⾧解約後情報

合理的に類似するﾘｰ
ｽに単一の割引率
※2①

期首より12か月以
内に終了するﾘｰｽの
費用処理※２②

期首資産計上額から
付随費用を除外
※2③

ｵﾌﾟｼｮﾝによるﾘｰｽ期
間調整に事後情報利
用可※2④


